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【理念・基本方針】

【施設・事業所の特徴的な取組】

【評価機関情報】

第 三 者 評 価 機 関 名

大 阪 府 認 証 番 号

評 価 実 施 期 間 ～

評 価 決 定 年 月 日

評価調査者（役割） （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

一燈照隅（一隅を照らす）

「一隅」とは今あなたがいるその場所のこと。お金や財宝が国の宝なのではなく、
自分自身が置かれたその場所 で、精一杯努力し、明るく光り輝くことのできる人
こそが国の宝。自分の置かれているその場所で、ベストを尽くして輝き、周りを
照らしましょう！
あなたが輝けば、お隣りも輝き、町や社会が明るく照らされます。

小さな光の集まりが、日本を、世界を、やがて地球を照らします。＝万燈照国

PC事業と制作事業を行う。
・PC事業
　オークションの出品の代行(商品検品～出荷まで)
　ECショップ商品のリサーチ(Amazonショップを運営)
　委託でのPCデータ入力(問い合わせ先へ営業文章入力作業など)

・制作
　縫製作業の業務委託
　自社製品の開発
　作業用ミシンを使って縫製、その他では手縫いの刺繍などを行う。
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令 和 3 年 8 月 16 日 令 和 4 年 1 月 10 日

令 和 4 年 1 月 10 日



◆評価機関総合コメント

◆特に評価の高い点

◆改善を求められる点

◆第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

・別紙「第三者評価結果」を参照

【総評】

◆第三者評価結果

「自分の置かれている場所で精一杯努力し、明るく光り輝き、周りを照らす。」という理
念のもとに、今を見つめ、将来への道を作っていくという社是で、利用者の働きたいを応
援し、自立に向けた支援の提供を大切にされています。
利用者自らが、モチベーションを維持し、自己肯定感を得られる事に配慮した支援に取り
組まれています。障がい者の自立の意味合いを考慮した、支援の提供に努められており、
過度な利用者への関与や不必要な支援を行わないよう心がけられています。利用者が意思
表示をしやすい、状況や場面の設定に努め、利用者の自己決定の基礎となる、情報提供や
選択肢の提供に配慮されています。家庭での課題や異変にも配慮し、利用者の利益となる
相談支援や、必要な社会資源等との連携等が図られています。事例の蓄積から、利用者の
傾向や考えを掴み、適切な情報提供が行えるよう配慮されています。

【利用者とのコミュニケーション】

利用者個々の障がい特性に応じたコミュニケーション手段の選択に努められています。利
用者の意向や思いを把握した上で、適切な支援が提供出来るよう、相談員や家族とも連携
しながら、個々の目標をどこに置くのか、利用者自身が描いている将来像と現状を把握し
た上で、現有能力と潜在能力を活かせるように配慮されています。

・訪問調査を受けて
　はじめは外部からの評価ということとくずは店の流れをみると大変なことなのだろうと
思っておりました。
　調査当日は調査員のお二人の雰囲気が明るく、かしこまった形式ではなく聞き取ってい
ただけるとのことで緊張していた部分をアイスブレイクしていただけました。
　
・ヒアリングについて
　各項目についてしっかりと聞き取っていただき事業所として足りていない部分の指摘し
てもらいました。各項目でのアドバイスもしていただけたのでこれからしっかりと整えて
いこうと思えました。

【計画と記録】

客観的なアセスメント、個別支援計画に対する記録との連続性、継続性の拡充を行う事に
よって、効率的な記録の作成と、客観的な根拠のある支援計画の評価見直しに繋がるかと
思われます。



評価結果

Ⅰ-１-(1)-① a

（コメント）

評価結果

Ⅰ-２-(1)-① a

（コメント）

Ⅰ-２-(1)-②  経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。 a

（コメント）

評価結果

Ⅰ-３-(1)-① a

（コメント）

Ⅰ-３-(1)-② a

（コメント）

＜別紙＞

Ⅰ-３-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

法人の長期計画に基づく中期計画が策定されています。法人の中期計画に基づく
事業所毎の3カ年計画が策定されており、評価可能な計画が策定されています。
計画の進捗状況は、経営状況含め会議で共有され、評価見直しが行われていま
す。

 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

法人の中長期計画の実現に向けた、事業所毎の事業計画が策定されており、事業
継続性、実現性を踏まえた検討が行われています。

Ⅰ-２　経営状況の把握

Ⅰ-２-(１)　経営環境の変化等に適切に対応している。

 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されてい
る。

事業所毎の中長期計画が策定されており、管理者や職員のミーティングの中でも
数値が公表されており、分析共有が行われています。

毎月の数値は、管理者ミーティング、職員ミーティングで把握されており、運営
上の課題に事業所全体で取り組まれています。

Ⅰ-３ 事業計画の策定

第三者評価結果

評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１ 理念・基本方針

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

「一人一人がイキイキ生きる社会へ」を目指し主眼とした法人理念は、ホーム
ページ、パンフレットに記載され、法人としての考え方、支援への考え方、取組
等が伝わりやすいように工夫されています。事業所内にも掲示され、職員、利用
者間でも、日々共有されています。



Ⅰ-３-(2)-① a

（コメント）

Ⅰ-３-(2)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅰ-４-(1)-① b

（コメント）

Ⅰ-４-(1)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅱ-１-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-１-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-１-(２)-① a

（コメント）

 福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮
している。

管理者ミーティング、社員ミーティングを質の向上の場と位置づけ、法人全体、
職員全体で、質の向上に取り組まれています。

Ⅱ-１-(1) 管理者の責任が明確にされている。

 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図って
いる。

管理者や、法人代表の、考えや想いが、職員や利用者に定期的に配布され周知さ
れています。管理者ミーティング、職員会議では、事業計画の評価見直しと共に
リーダーシップが発揮されています。職務分掌・事務分掌等の明確化拡充が望ま
れます。

 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

顧問弁護士・顧問社会保険労務士との密な関係によって、法令上の必要性、疑義
について、コンプライアンスを意識した運営が行われています。職員に対する周
知の拡充が望まれます。

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

 福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能し
ている。

毎月外部講師による研修が実施されています。年一回職員の自己評価が行われて
おり、自己評価結果は管理者や法人代表と面談され、翌年度の個人目標設定に繋
げられています。自己評価結果を活用したPDCAサイクルの拡充が望まれま
す。

 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確にし、計画
的な改善策を実施している。

個人の自己評価と目標設定が行われています。それらを踏まえた、事業所全体と
しての質の向上に繋げる仕組みの拡充が望まれます。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ

 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行わ
れ、職員が理解している。

毎月、管理者ミーティングが行われ、検討結果や内容は、毎月の職員ミーティン
グで共有されています。

 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。

基本的な内容は、掲示されています。わかりやすく伝えるための工夫が望まれま
す。

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅰ-４-(1) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

Ⅰ-３-(２)　事業計画が適切に策定されている。



Ⅱ-１-(２)-② a

（コメント）

評価結果

Ⅱ-２-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-２-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-２-(２)-① b

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-① b

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-② b

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-③ b

（コメント）

Ⅱ-２-(４)-① －

（コメント）

 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

毎月、外部講師等による研修機会が確保されており、全職員の参加機会が確保さ
れています。職員個々の必要性に応じた水準の把握と育成計画の拡充が望まれま
す。

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成について体
制を整備し、積極的な取組をしている。

【非該当項目】

各事業所毎に、働きやすい環境作りに繋がるよう、事業所内での意見交換のしや
すさ、事業所内での働きやすさにつながる話し合いと改善に取り組まれていま
す。年一回の職員との面談で、職員の意向や想いの把握に努められています。仕
組みとしての福利厚生・職場環境作りの拡充が望まれます。

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

毎月個々の職員の目標が設定され、職員会議で振り返り、共有が行われていま
す。年一回の個別面接での目標設定が行われています。年間の目標設定に対する
評価見直し、振り返りの仕組みの拡充が望まれます。

 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研
修が実施されている。

法人が目指している職員像、目指す支援の実現に向けた、研修進捗状況を踏まえ
た、研修の遂行が行われています。定期的に必要とされる研修の整理と明確化が
望まれます。

 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、
取組が実施されている。

中長期計画に基づく、人材確保プランが策定されています。人材の育成とあわせ
た、中長期の人材採用計画・育成計画の拡充が望まれます。

 総合的な人事管理が行われている。

年一回行われている職員個々の自己評価を基に、管理者との面談、管理者評価を
通じ、職員の水準把握、課題の抽出が行われています。

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。

 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組ん
でいる。

 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮してい
る。

毎月の会議では、経営状況や運営状況に関する情報共有と課題の検討が行われて
おり、実効性を伴った意識形成に努められています。

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成

Ⅱ-２-(1) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。



評価結果

Ⅱ-３-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-３-(1)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅱ-４-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-４-(２)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(３)-① a

（コメント）

Ⅱ-４-(３)-② b

（コメント）
法人として、障がいを持つお子さんの保護者向け広報啓発活動への、協働事例が
あります。事業所独自として能動的な事業・活動の拡充が望まれます。

 福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等
との連携が適切に行われている。

利用者個々に必要な資源や機関については、職員間の共有が図られています。必
要な社会資源や関係機関はリスト化、関係機関等との協働した取組の拡充が望ま
れます。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

法人として市の就労支援部会への参加等で、他事業所と連携を図ると共に、市内
のニーズ把握や協働した取組に繋げられています。

 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われてい
る。

Ⅱ-４-(1) 地域との関係が適切に確保されている。

 利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。

近隣事業所の協力で、商品の提供や販売等、地域に根ざした事業展開を図られて
います。法人全体で、地域の店舗への出展や販売実施など、地域との協働に取り
組まれています。事業所が持つ機能の地域提供や地域と協働していく取組の拡充
が望まれます。

 ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立
している。

支援学校からの見学等の受入があります。ボランティアの活用拡充が望まれま
す。

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ-３-(1) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。

 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

ホームページにより、基本的な情報の公表が行われています。相談等に対する情
報の公表拡充が望まれます。

 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われて
いる。

事業所外の事務職等が、業務と経理の適正運用がなされているか、書類により確
認されています。税理士からの経営改善に関するアドバイスが確認できました。
規程や分掌・権限の整備拡充、明確化が望まれます。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保



評価結果

Ⅲ-１-(1)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(1)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-③ b

（コメント）

Ⅲ-１-(３)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

苦情担当窓口、行政の苦情等担当、第三者委員の相談先が明示されています。意
見等を含め総合的に苦情等を処理する仕組みの拡充が望まれます。

利用者の意向を踏まえた計画の目標設定に努められています。利用者・家族にわ
かりやすく伝えるための工夫拡充が望まれます。

 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉サービス
の継続性に配慮した対応を行っている。

一般就労移行後（サービス終了後）一定期間定期的に訪問や面談等が行われてい
ます。サービス移行に伴う、書式や手法の明確化拡充が望まれます。

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。

 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行ってい
る。

個々の利用者が就労可能な職務内容の拡充に努められています。利用者からの意
向把握の促進のため、職員間でヒアリング技術向上、伝え方向上の勉強会が行わ
れています。満足度把握のための仕組みの拡充が望まれます。

 利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス提供が行われ
ている。

利用者との面談や相談にあたっては、利用者本人の意向を確認し、相談範囲や共
有対象も同意を得た範囲にとどめられています。利用者や家族等への周知拡充、
取扱に関する明文化の拡充が望まれます。

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極的に提
供している。

利用者のアセスメントを重視し、就労支援の提供を必要とし、心身共に就労支援
に対応可能な状態か、現在の状態から自施設での就労に指向性があるかを、利用
希望者と話し合った上で、他施設含めた適性を確保できる選択の提供に努められ
ています。ハローワークや関係機関、相談支援事業所等にパンフレット等が配置
されています。協力を得られる施設外事業所等へも配置されています。利用希望
者に対して見学が実施されています。利用希望者に対する、資料の伝わりやすい
工夫拡充が望まれます。

 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりやすく説明
している。

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス

Ⅲ-１-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をもつた
めの取組を行っている。

「一人一人がイキイキ生きる社会へ」を目指し主眼とした法人理念に沿った、支
援の提供に努められています。マニュアル等への具現化、明確化の拡充が望まれ
ます。



Ⅲ-１-(４)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-③ b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-③ b

（コメント）

評価結果

Ⅲ-２-(1)-① b

（コメント）

Ⅲ-２-(1)-② b

（コメント）

Ⅲ-２-(２)-① b

（コメント）

Ⅲ-２-(２)-② b

（コメント）
前回目標を踏まえた上での次回計画策定に繋げられています。評価見直しが行い
やすい計画内容の具体化、変更する仕組み等の整理拡充が望まれます。

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

見出された課題について検討が行われ、手順の見直し等が行われています。検証
見直しの仕組みと手順の拡充が望まれます。

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

 アセスメントにもとづく個別支援計画を適切に策定している。

様式に沿ったアセスメントが定期的に実施されています。障がい等区分に応じた
アセスメント項目の拡充と、適切に評価しやすい計画の策定が望まれます。

 定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。

 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行って
いる。

消防法、水防法に定められた計画と訓練が実施されています。備蓄品のリスト
化、就労時間外における利用者安否確認、多彩な災害に対する訓練実施等の拡充
が望まれます。

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-(1) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書化され福
祉サービスが提供されている。

年一回行われている職員個々の自己評価を基に、管理者との面談、管理者評価を
通じ、標準的な実施方法の実施状況確認に繋げられています。各マニュアル間の
整合性、連続性の確保拡充が望まれます。

普段の会話や傾聴から、利用者の意見把握に努められています。苦情・相談等含
めた、総合的な仕組みの拡充が望まれます。

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメン
ト体制が構築されている。

非常災害時対応マニュアル、事故防止対応マニュアル、緊急時対応マニュアルの
設置があります。リスクマネジメントに関する体制の明確化拡充が望まれます。

 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を
整備し、取組を行っている。

新型コロナウィルス関連含めた感染症マニュアルが設置され、感染症対策に配慮
した支援の提供に努められています。感染症全般にかかる基本的な対策やマニュ
アルの拡充が望まれます。

 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知
している。

行政等含め、複数の相談先が明示されています。わかりやすく伝えるための工夫
拡充が望まれます。

 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応してい
る。



Ⅲ-２-(３)-① b

（コメント）

Ⅲ-２-(３)-② b

（コメント）

 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、職
員間で共有化されている。

日々の記録は日誌の様式に記載されています。その他の記録は、パソコン内で共
有データとして活用されています。書き方や記録内容の統一を推進する仕組みの
拡充が望まれます。

 利用者に関する記録の管理体制が確立している。

令和2年改定令和4年施行予定個人情報保護法に準拠した、記録や規定の整備拡
充が望まれます。



障がい福祉分野の内容評価基準

評価結果

Ａ-１-（１）-① b

（コメント）

Ａ-１-（２）-① a

（コメント）

評価結果

Ａ-２-（１）-① a

（コメント）

Ａ-２-（１）-② a

（コメント）

Ａ-２-（１）-③ b

（コメント）

Ａ-２-（１）-④ b

（コメント）

Ａ-２-（１）-⑤ b

（コメント）

 利用者の障がいの状況に応じた適切な支援を行っている。

個々の利用者の障がい特性に応じた支援の提供に努められています。法人全体と
して、障がい特性に関する研修が実施されています。支援計画・支援記録への反
映明瞭化が望まれます。

利用者の心身の状況に応じたコミュニケーション手段の確保と必
要な支援を行っている。

利用者の状況を踏まえた、伝達方法、コミュニケーションツール、タイミング、
場所等、いかに利用者が伝えやすい、話しやすい手法をとるかを意識した支援に
努められています。

利用者の意思を尊重する支援としての相談等を適切に行ってい
る。

利用者が意思表示をしやすい、状況や場面の設定に努められています。利用者の
自己決定の基礎となる、情報提供や選択肢の提供に努められています。家庭での
課題や異変にも配慮し、利用者の利益となる相談支援や、必要な社会資源等との
連携等が図られています。事例の蓄積から、利用者の傾向や考えを掴み、適切な
情報提供が行えるよう配慮されています。記録や計画への反映明確化が望まれま
す。

 個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行っている。

利用者の様子や状態に応じた就労内容の配慮がなされています。支援計画と日中
活動の連続性、目的意識の拡充が望まれます。

 利用者の権利擁護に関する取組が徹底されている。

「一人一人がイキイキ生きる社会へ」を法人のモットーとしており、利用者の権
利擁護に留意した支援の提供に努められています。

Ａ-２　生活支援

Ａ-２-（１）　支援の基本

 利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。

障がい者の自立の意味合いを考慮した、支援の提供に努められており、過度な利
用者への関与や不必要な支援を行わないよう心がけられています。

Ａ-１　利用者の尊重と権利擁護

Ａ-１-（１）　自己決定の尊重

 利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を行っている。

利用者自らが、モチベーションを維持し、自己肯定感を得られる事に配慮した支
援に取り組まれています。利用者個々の障がい特性に応じた、個別支援の拡充が
望まれます。

Ａ-１-（２）　権利擁護



Ａ-２-（２）-① －

（コメント）

Ａ-２-（３）-① b

（コメント）

Ａ-２-（４）-① b

（コメント）

Ａ-２-（５）-① b

（コメント）

Ａ-２-（５）-② －

（コメント）

Ａ-２-（６）-① b

（コメント）

Ａ-２-（７）-① b

（コメント）

Ａ-２-（８）-① b

（コメント）
利用者の状況に応じ、必用に応じた家族との連携・交流に努められています。定
期的な仕組みとしての検討拡充が望まれます。

一般就労自立への情報提供や、体験機会の確保、情報収集等の支援が行われてい
ます。

Ａ-２-（７）　地域生活への移行と地域生活の支援

利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移行や地域生活のた
めの支援を行っている。

利用者の希望に応じた、情報提供に努められています。自立に向けた課題を把握
した上で、適切な支援が提供出来るよう心がけられています。地域生活、自立へ
の移行支援について、必要機関や社会資源との連携拡充、地域生活能力を高める
工夫の拡充が望まれます。

Ａ-２-（８）　家族等との連携・交流と家族支援

 利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行っている。

利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅速な対応等を適切に
行っている。

障がい者の健康状態、疾患等を把握し、利用者個々に必要な支援の提供に努めら
れています。緊急時マニュアルがあり、提携医療機関等が明示されています。相
談や職員研修の拡充が望まれます。

医療的な支援が適切な手順と安全管理体制のもとに提供されてい
る。

【非該当項目】

Ａ-２-（６）　社会参加、学習支援

利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習のための支援を
行っている。

利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境が確保されてい
る。

作業スペース、休憩スペースは、清潔と適温保持、照度確保に努められていま
す。待避場所の確保が行われています。環境確保に関する、利用者意向の把握、
工夫の拡充が望まれます。

Ａ-２-（４）　機能訓練・生活訓練

 利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生活訓練を行っている。

就労継続支援A型施設として、就労に関連する部分の機能訓練は、個別利用者に
あわせて実施されています。就労支援の状況を踏まえ、一般就労に向けた生活支
援のアドバイス等に取り組まれています。専門職等を活用した、生活支援の拡充
が望まれます。

Ａ-２-（５）　健康管理・医療的な支援

Ａ-２-（２）　日常的な生活支援

 個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行っている。

【評価外項目】

Ａ-２-（３）　生活環境



評価結果

Ａ-３-（１）-①　 －

（コメント）

評価結果

Ａ-４-（１）-① a

（コメント）

Ａ-４-（１）-② b

（コメント）

Ａ-４-（１）-③ b

（コメント）
一般就労への移行後は、就職先を定期的に訪問するなど、アフターフォローに努
められています。障がい者が働く場における「合理的配慮」を促進する取組・働
きかけの拡充が望まれます。

Ａ-４-（１）　就労支援

 利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を行っている。

利用開始にあたっては、利用者に丁寧な見学・説明が行われ、事業所の業務に適
した就業が可能であるかどうかを十分話し合われた上で、利用者、事業所双方が
就業可能であるという共通認識の基、施設利用が行われています。自己肯定感を
達成できる就労内容の提供に努められています。

利用者に応じて適切な仕事内容等となるように取組と配慮を行っ
ている。

利用者個々の障がい特性に応じた、作業内容、勤務時間に配慮されています。利
用者適性の確保のため、仕事の内容等について、より多彩な拡充が展開される
と、さらなる支援の質の向上に繋がるかと思われます。

職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組や工夫を行ってい
る。

Ａ-３　発達支援

Ａ-３-（１）　発達支援

子どもの障がいの状況や発達過程等に応じた発達支援を行ってい
る。

【評価外項目】

Ａ-４　就労支援



調査の概要

利用者への聞き取り等の結果（概要）

調 査 方 法
全ての利用者に、アンケート用紙と返信用封筒を配布。返信用封筒は、切手
不要の料金受取人払いで、評価機関宛直接返送されるものである。

回収割合が、30％に留まった事が残念です。

アンケートの設問は、大阪府参考様式の項目を基に、評価機関と事業所で話し合い、事業所の利
用者に該当する項目設定として、配布実施しました。

【回答内容より推測される傾向】

・利用者との支援に対する話し合いは実施されていますが、利用者自身の自立に対する価値観や
考え方により、受け止め方が異なっているようです。
・利用者自身の障がいに対する理解促進が十分ではない部分が見受けられます。

【利用者自由記述内容抜粋】

・職員は優しく対応してくれる。
・人に相談することの大切さを教えてもらった。
・仲間が出来た。
・職員は気を遣ってくれる。
・体に無理がかからないように働ける。
・パソコンのスキルが身についた。
・色んな仕事の経験をさせてくれる。

【総括】

利用者の自立に対する価値観底上げ、並びに、利用者にも障がいに対する理解の促進を拡充する
ことによって、事業所として考えている自立を適切に伝え、納得した上での事業所利用に繋げる
事により、利用者満足度の向上にも繋がっていくかと思われます。

利用者への聞き取り等の結果

調査対象者 全利用者

調査対象者数 　　　　　20　人　（回収数6）



福祉サービス第三者評価結果報告書【受審施設・事業所情報】 

における項目の定義等について 

 

 

①【職員・従業員数】 

●以下の項目について、雇用形態（施設・事業所における呼称による分類）による区分で

記載しています。 

 

▶正規の職員・従業員 

・一般職員や正社員などと呼ばれている人の人数。 

 

▶非正規の職員・従業員 

・パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員、嘱託などと呼ばれ

ている人の人数。 

 

 

②【専門職員】 

●社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、訪問介護員、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、保育士、社会福祉主事、医師、薬剤師、看護師、准看護師、

保健師、栄養士等の福祉・保健・医療に関するものについて、専門職名及びその人数を

記載しています。 

 

 

③【施設・設備の概要】 

●施設・設備の概要（居室の種類、その数及び居室以外の設備等の種類、その数）につい

て記載しています。特に、特徴的なもの、施設・事業所が利用される方等にアピールし

たい居室及び設備等を優先的に記載しています。併せて、【施設・事業所の特徴的な取

組】の欄にも記載している場合があります。 

 

 例 

居室 ●個室、2人部屋、3 人部屋、4 人部屋 等 

設備等 ●保育室（0 才児、1 才児、2 才児、3 才児、4才児、5 才児）、調乳室、 

洗面室、浴室、調理室、更衣室、医務室、機能訓練室、講堂 等 

 


